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第61回 全国人権･同和教育研究大会に参加して。 

 

2009 年 11 月 28・29 日、四日市ドーム

その他の会場において、標記の大会が開催され、

壬生野地域まちづくり協議会からは、2日間で

のべ15名が参加し、様々な実践報告に耳を傾

けました。 

この大会は「差別の現実から深く学び、生活

を高め、未来を保障する教育を確立しよう。 

～部落問題を解決し、人権文化の創造をはかる

ために、同和教育の充実と発展を通して人権教

育の人権啓発を構築していこう～」をテーマに

(社)全国人権教育研究協議会、第 61 回全国人

権、同和教育研究大会三重県大会実行委員会が

主催、文部科学省をはじめ三重県、県内各市町、

教育委員会、ＰＴＡ、運動団体、企業などの後 

援で開催されました。 

 参加者から「こんなにリアルに根強く深い差別

を具体的に母親、夫との間に挟まれ、人権を大切

に強く生きる彼女の姿に涙が出た。」、「将来の夢

や母や祖父母に対しても否定的な考えを持って

いた児童に対し、家庭訪問等により家族ともども

良い人間関係を作ることで、互いの思いを話し合

うことで、すべてにおいて肯定的な考えに変化し

ていく姿。同和教育の基本を踏まえた取り組みは

こんなにも人を変えていくものかとつくづく考

えさせられた。」など様々な感想を頂きました。 

新たな気付きから人権問題を考えるきっかけ

になったと思います。 (人権同和委員会 山本眞司) 

 

人権問題地区別懇談会報告会を開催します。 

 

壬生野地域まちづくり協議会 人権･同和、人権研修合同委員会は、「壬生野地域各区で取り組まれてい

る様々な人権啓発の手法を知り、各自が地元の人権啓発に活かすことにより、壬生野地域全体の人権意

識の高揚を図る。」ことを目的とした標記の報告会を次のとおり開催します。 

各区の問題点、今年度の取り組みのポイント、特筆すべき点とその取り 

組みの成果と課題を中心に約10分程度の報告を頂きます。 

 みなさまの積極的なご参加をお待ちします。 

 

開催日時  2010（平成22）年2月 27日（土）19：30～ 

開催場所  壬生野地区市民センター 会議室

第56号 

壬生野地域まちづくり協議会 

〒519-1424 伊賀市川東 4539 番地の 4 

壬生野地区市民センター内 

Tel：(45)8900 ・ Fax：(45)8901 

E-mail  tokimeki@ict.ne.jp  

URL  http://www.mibuno.net 
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2 月(如月･きさらぎ)の風物 節分と豆まきとバレンタインデー 
 

節分は、季節の分かれ目の意昧で、元々は「立春」「立夏」「立秋」「立冬」のそれぞれの前日をさしていた

そうで、節分が特に立春の前日をさすようになった由来は、冬    から春になる時期を一年の境とし、現

在の大晦日と同じように考えられていました。 

立春の節分に豆をまく「豆まき」の              行事は、「追儺(ついな)」と呼び、中国か

ら伝わった風習である。「追儺」の行事は、               俗に「鬼やらい」「なやらい」「鬼

走り」「厄払い」「厄おとし」「厄神送り」               と呼ばれ、疫病などをもたらす悪

い鬼を追い払う儀式で、文武天皇の                   慶雲 3年(706)に宮中で初めて

行われた。 

鰯(いわし)の頭を、柊(ひいらぎ)                 の小枝に刺して戸口に挿す風習は、

近世以降行われるようになったもので、             これも魔除けのためである。 

また、節分に巻き寿司を食べる風習は、            福を巻き込むという意味と、縁を切らな

いという意味が込められ、恵方(えほう)に向かって          巻き寿司を丸かぶりするようになっ

た。節分に巻き寿司を食べる風習は、主に大坂の        船場で行われていたものだが、海苔問屋協

問組合が道頓堀で行った「巻き寿司のまるかぶり」のPRイベントがマスコミで取り上げられ関西地方に広ま

り、のちにコンビニ等でも販売されるようになり全国へ広まっていきました。 

バレンタインデーの「バレンタイン」は、3世紀にローマで殉教したキリスト教

徒の英語名で、3世紀当時のローマ皇帝クラウディウス2世は、兵士達の戦意に支

障をきたすとして若者の結婚を禁じていた。 

バレンタインは、若者たちを哀れに思い、密かに結婚させていたが、皇帝がそれ 

を知り、バレンタインを投獄し処刑しました。そのバレンタインが処刑された日が、2月

14日である。同じくローマでは、毎年2月14日に未婚の女性たちの名前が書かれた紙 

を集め、翌日に未婚の男性がその紙を引き、紙に書かれた名前の女性と付き合うといった祭りがありました。

その後この祭りはキリスト教の聖人を奉る行事になり、カードや花束などを互いに贈り合う行事になり、現在

も行われている。 

バレンタインデーにチョコレートを贈る習慣は日本固有のものではなく、イギリスのチョコレート会社が、

ギフト用チョコレートボックスを製造したことにより広まった。日本では、1936年に神戸の洋菓子店が、英

字雑誌に「バレンタインチョコ」の広告を出し、1958年には新宿の百貨店で「バレンタイン・セール」と称

したキャンペーンを行ないましたが、当時は広まらなかった。その後チョコレートの消費量増加に伴い、1970

年頃よりバレンタインデーにチョコレートを贈る習慣は広まっていきました。     【語源由来辞典から】      

 

                  編 集 後 記 

          

編 集 後 記 

 松の内の気分も抜けようやく平静に戻った今日このごろ、今朝、庭の 

土を持ち上げる霜柱の力強さに目を見張りました。 

     まだまだ寒い日が続きます。春の予感がそこかしこで芽吹い 

てくるにはあと少しでしょうか。寒さに負けずに頑張るぞ。 

 ◇◇◇◇ ご意見・お問い合わせ・投稿は、下記までお寄せ下さい。 ◇◇◇◇ 

壬生野地域まちづくり協議会広聴広報委員会  TEL：45－8900 
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が始まります。 

e-Tax 申請 便利ですよ。 
平成21年分の所得税、消費税の確定申告が2月

16日から始まります。みなさんパソコンによるイン

ターネットによる電子申請にチャレンジしませんか。 

税務相談会場での混み合って待ち時間のかかるこ

とにうんざりしたことはありませんか。電子申請だと

24時間受け付けています。パジャマ着のままでも申

告が出来るのです。 

市役所で住民基本台帳カード（ＩＣカード）の登録

を受け、電気屋さんでＩＣカードリーダを購入して、

プログラムをインストールして国税庁のホームペー

ジにアクセスすれば、あとは指示に従って必要なデー

タを入力するだけで、面倒な計算も自動でしてくれま

す。費用は5,000円で足りるし、初めての場合は

5,000円の控除があって、とても便利です。 

是非、チャレンジしてみませんか。 

なお、確定申告の詳細については、1月5日発行の 

「広報いが市」に記載されていますのでご覧下さい。

また、確定申告は3月15日が期限です。 

「隣は何をする人ぞ」と言われて久しく

なりますが、昔の隣近所のお付き合い（組

の常会）を歌った唄です。今の時代も 

大切にしたい心ではないでしょうか。 

手を取り合って 

1. 手を取り合って  むつまじく 
伸びる郷土の  たのもしさ 

あゝ常会の  この集ひ
い

 

胸を開いて  語ろうよ 

 

2. 膝を交へ
え

て  なごやかに 

すゝる番茶の  温かさ 

あゝ常会の  この集ひ
い

 

となり親しい  情
なさけ

わく 

 

3. 心ひとに  打ちとけて 
ともにはげまし みがき合ふ

う

 

あゝ常会の  この集ひ
い

 

まこと床しい 花がさく 

 

4. 話まとめて まんぢゃう(満場)の 
拍手は揃ふ

う

  ほがらかさ 

あゝ常会の  この集ひ
い

 

あすのつとめを 待つえがほ
お

 

岡森辰義氏(山畑区)提供 

温 故 知 新 市民センターを利用しょう。 
 

壬生野地区市民センターは、和室、洋室及び厨房

の施設があり、また、プロジェクターも備えていま

す。 

私たち地域のコミュニティプラザとして、会議、

会合、研究会、勉強会、座談会、料理教室等多いに

利用しましょう。申し込みは、壬生野地区市民セン

ターTEL45－8900です。なお、使用目的が私的

な場合はご利用をご遠慮下さい。 
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食料品への異物混入事案にご注意を！ 

今年1月13日及び18日に四日市市内の大型ショッピングセンター食料品売場で刺

身パック、食パンなどの食料品に針が混入される悪質な事件が発生しています。  

○ 売り場で不審な行動の人物 

○ 商品ではない不審な物、商品の封が開いている物 

などを見つけた場合は、店員さんに連絡しましょう。 

 購入した商品に針などが混入していたなど不審な商品であることに自宅で気づいた 

際は、購入店に連絡するとともに、最寄りの交番・警察署へ連絡しましょう。 

万引きは犯罪です。出来心は許されません！

昨年の伊賀署管内で発生した犯罪の中で一番多い罪種は「窃盗犯」でした。 

窃盗犯のうち「万引き」は112件で前年比＋30件です。万引きは、手段が容易で動

機が単純であるなど、少年が非行に走る際の前兆的な犯罪行為と言えます。 

万引きは、少年だけではなく大人が何回も犯行を重ねるケースも散見され、非常に残

念な結果となっています。 

大人になってからも、万引きという「窃盗」犯罪を繰り返すようなことのないように、

普段から子どもに対して 

地域や家庭において、しっかりと教育していくことが重要 

であると認識してください。 

車上ねらいに注意！

伊賀市では平成21年中は、車上ねらいが多発しました。 

年末年始にも発生しており、被害者の中には10万円単位の金銭が被害に遭った方もあ

りました。犯行手口は窓ガラスを割ったり、鍵穴をこじ開けたりするケースと無施錠の車

を狙うケースがほとんどを占めています。 

防犯対策として、短時間であっても車から離れる時は必ず鍵をかける、車内にカバン等

を置きっぱなしにしない、車の盗難防止装置（イモビライザ）を設置するなどです。 

また、逃走車両はナンバーを覚えておいて警察に連絡しましょう。 

情報提供：伊賀地区防犯協会／伊賀警察署生活安全課 


